
ペットボトル分別収集への移行について

１．移行理由

２．分別収集体制の移行・ペットボトル排出方法

(1)焼却処理量（640t/年）の削減 製品プラ資源化のため収集体制を2段階で移行（第１段階：ペットボトル分別、第２段階：製品プラ資源化）
(2)分別意識のさらなる醸成による資源化率向上 可燃ごみに混入している約1.2万tのプラ容器、ペットボトル、製品プラを資源化（資源化率 約9ポイント向上）
(3)容器包装リサイクル協会の評価向上 本市のプラ容器（中間処理後）の品質評価を最低ランク「D」から最高ランク「A」へ

現状

第１段階

第２段階

令和7年11月11日
環境部

プラ容器とペットボトルの混合収集 （6,300トン）

・搬入量が多いため、プラ容器とペットボトルとの選別精度が低下し、
プラ容器のベール品質が「D」評価

既存の中間処理施設

プラ容器とぺットボトルの分別収集 令和8年度中（予定）

既存の中間処理施設

搬入量を減らすことで
選別精度を上げる

別の中間処理施設

製品プラの資源化

令和12年度中（予定）

別の中間処理施設

プラ容器＋製品プラ

プラ容器＋ペットボトル

プラ容器

ペットボトル

ペットボトル

市内各集積所に
専用ネットを配布
（最大で約２万３千枚）

家庭から排出されるペットボトルを集積所の専用ネットに入れる
ネットがなくても排出しやすいように拠点回収を拡充する

３．今後のスケジュール案

1,800t/年

4,500t/年

令和７年度 令和8年度 令和12年度 令和13年

11月                    １月

分別収集開始方針決定

審議会で検討 資源化に向けた体制づくり

周 知 期 間

ペットボトル
分別収集

製品プラ
の資源化 資源化開始

次期クリーンセンター
稼働開始

既存の中間処理施設
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